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酒々井町特定事業主行動計画の実施状況及び 

酒々井町における女性活躍状況の公表（令和８年６月） 

 

酒々井町では、次世代育成支援対策推進法（次世代法）及び女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（女性活躍推進法）に基づき、「酒々井町特定事業主行動計画」を策定し取り組みを行

っています。今般、酒々井町特定事業主行動計画の実施状況を以下のとおり取りまとめましたので

公表いたします。 

 

≪職業生活における機会の提供に関する実績≫ 

（１）採用した職員に占める女性職員の割合 

　　※　上記以外の職とは保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士を指します。 

　　※　任期の定めのない職員及び任期付職員のうち採用試験を行ったものの内訳となります。 

　※　県・県教委等からの派遣職員は除きます。 

 

（２）採用試験の受験者の総数に占める女性の割合 

　　※　上記以外の職とは保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士を指します。 

※　任期の定めのない職員及び任期付職員のうち採用試験を行ったものの内訳となります。 

 

 

 

 

 

 区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 
一般事務職 50.0％ 12.5％ 50.0％ 33.3％ 50.0％

 上記以外

（※）
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

 区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 
一般事務職 22.6％ 19.2％ 37.0％ 25.0％ 32.6％

 上記以外

（※）
57.1％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
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（３）管理職・各役職段階・職員総数に占める女性職員の割合　　　　（各年４月１日現在） 

　①管理職　　　　　　　　　　　　　　　　　（職員は定員管理調査の対象職員となります） 

 

 

 

 

※　令和７年度末に６０歳を超えた職員３名の内、女性職員１名（割合１００％）が退職及び役職降

任したことにより管理職の女性職員割合が減少しました。 

（今後の取組内容） 

　〇人事評価の結果に基づき、課長級（副課長等の管理職）に女性職員を登用します。 

 

②管理職以外　　　　　　　　　　　　　　　（職員は定員管理調査の対象職員となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

 課長 

（管理職）
22.2％ 23.8％ 21.7％ 13.0％ 11.1％

 区分 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

 
主幹・副主幹 36.6％ 29.5％ 31.7％ 37.5％ 40.4％

 
主査 35.3％ 52.9％ 56.3％ 64.7％ 60.0％

 副主査・主任 

主事・主事
47.8％ 44.3％ 46.3％ 45.3％ 48.0％

 
職員全体 40.1％ 39.1％ 40.6％ 41.1％ 43.3％
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（４）職員の給与の男女の差額の情報公表（令和７年度） 

１．全職員に係る情報 

 

２．「任期の定めの無い常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

※　地方公共団体における「任期の定めの無い常勤職員」の給料については、各地方公共団体の

条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となってい

ます。 

①役職段階別 

 

②勤続年数別 

　※　勤続年数は、採用年度を勤続１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出して

います。 

　※　１～５年の女性の給与の割合が低い要因として、令和２年度から町の単独試験を実施しており、

社会人経験がある男性の応募・採用が多くなったことから、比較的新卒者が多い女性との間に差異

が生じていると考えられます。 

 
職員区分

男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

 任期の定めの無い常勤職員 ８７．４％

 任期の定めの無い常勤職員以外の職員 ８５．８％

 全職員 ７８．１％

 
役職段階

男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

 課長担当職　 ９６．６％

 課長補佐相当職 ９３．１％

 係長相当職　 ９２．５％

 
勤続年数

男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

 ３６年以上 　８７．９％

 ３１～３５年 　９６．０％

 ２６～３０年 　９０．１％

 ２１～２５年 　９１．８％

 １６～２０年 　１２１．０％

 １１～１５年 　８３．８％

 　６～１０年 　９２．１％

 　１～　５年 　８１．４％
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（５）機会の提供に資する制度の概要 

●セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

・人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮することを目的とし、セクシ

ュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメン

トを防止するため「酒々井町職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱」及び「酒々

井町職員のハラスメント防止等に関する指針」を改定し職員に周知しました。 

・ハラスメントに対する相談体制として、総務課の人事担当以外にも性別や年代も違う４名を任

命しハラスメントに関し相談しやすい体制を構築しています。また、酒々井町ハラスメント対

策委員会を設置しており、ハラスメントを受けた職員には十分な支援を、ハラスメントを行っ

た職員に対しては必要な措置をそれぞれ講ずることとしています。 

●中途採用の概要 

・令和元年度実施の採用試験より一般行政上級の受験年齢を３０歳から３５歳に引き上げました。 

・令和２年度に就職氷河期世代も受験できる町単独試験を一般行政と保育士で実施しました。 

・令和３年度に社会人経験者を対象とした町単独試験を一般行政（情報）で実施しました。 

・令和４年度及び令和５年度に社会人経験者を含めた町単独試験を一般行政で実施しました。 

・令和６年度に社会人経験者を含めた町単独試験を技師職で実施しました。 

・令和７年度に社会人経験者を含めた町単独試験を一般行政と保育士で実施しました。 

 

≪職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績≫ 

（１）離職率（令和７年度） 

　　※　離職者は、令和７年４月１日に在職していた者で令和７年度中に普通退職（自己都合退職）し　

た者を指します。 

 

 

 
区分 離職率

離職者の年代別割合

 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59

 男性 

職員
3.9％ … 25.0％ … … 25.0％ 25.0％ … 25.0％

 女性 

職員
4.2％ 33.3％ … 66.7％ … … … … …
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（２）男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況  

　①育児休業取得率 

　※　上段：割合、下段：人数 

※　上記以外の職とは保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士を指します。 

※　複数年度にわたって取得した者は最初に取得した年度にて計上しています。 

※　目標は次世代育成支援に関するものです。 

 

②取得期間の状況（令和７年度） 

【男性職員】 

・１年未満：１名 

【女性職員】 

・１年未満：２名　　　　　　　　　・１年以上１年６か月未満：なし 

・１年６か月以上２年未満：１名　　・２年以上：１名 

　※　令和７年度に新たに育児休業の対象となった職員のみを記載しています。 

 

（３）男性職員の配偶者出産休暇（２日）及び育児参加のための休暇（５日）取得率並びに合計取

得日数の分布状況 

　①配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 

　※　合計取得率のうち（　）内は配偶者出産休暇のみを取得した職員数の率です。 

　※　５日以上取得率のうち（　）内は配偶者出産休暇（２日間）を取得した職員数の率です。 

 区分 目標（令和

7 年度）

令和 

３年度

令和 

４年度

令和 

５年度

令和 

６年度

令和 

７年度

 一般事務職 

（男性）
33％ 0％ 0％

100％ 

1 名

40.0％ 

2 名

100％ 

1 名

 上記以外※ 

（男性）
33％ 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし

 一般事務職 

（女性）
100％ 該当者なし

100％ 

2 名

100％ 

1 名

100％ 

1 名

100％ 

4 名

 上記以外※ 

（女性）
100％

100％ 

1 名
該当者なし

100％ 

１名

100％ 

1 名
該当者なし

 区分 目標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

 合計 

取得率

100％ 

（100％）

100％ 

（100％）

50％ 

（50％）

100％ 

（50％）

100％ 

（20％）

100％ 

（該当無し）

 ５日以上 

取得率

100％ 

（100％）

100％ 

（100％）

50％ 

（50％）

100％ 

（100％）

80％ 

（60％）

該当無し 

（該当無し）
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②合計取得日数の分布状況（令和７年度） 

　　配偶者出産休暇　該当無し 

　　育児参加のための休暇　５日／０名　５日未満／１名　取得無し／０名 

 

（取組内容） 

　〇配偶者の妊娠の報告が総務課にあった段階で、休暇の制度を紹介し取得を促進します。 

　〇所属長に対しても取得促進を励行します。 

 

（４）超過勤務の状況（令和７年度） 

ⅰ）一人当たり一月当たりの平均超過勤務時間 

 

ⅱ）上限（年３６０時間）を超えて勤務した職員数 

 

（５）年次有給休暇の取得日数の状況（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

ⅰ）平均取得日数　（全期間勤務したものに限る） 

一般事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．７日 

上記以外（保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士）　１５．６日 

ⅱ）取得日数が５日未満の職員割合（全期間勤務したものに限る） 

一般事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．９％ 

上記以外（保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士）　２５．９％ 

 

（６）職業生活と家庭生活との両立の資する勤務環境の整備に関する制度の概要 

　・時間外勤務等の取得の制限、早出遅出勤務及び９歳に達した年度末までの子どもの看護休暇な

ど、制度の内容を全庁職員に周知し、制度利用の促進及び働きやすい環境整備に努めています。 

　・「酒々井町職員子育て支援ハンドブック（男性職員版）」作成し、男性職員に対して育児休暇や

育児参加休暇などについて制度を説明し取得を促しています。 

 区分 時間

 一般事務職 １０．４時間

 上記以外（保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士） 　３．４時間

 区分 人数

 一般事務職 　４名

 上記以外（保育士、栄養士、保健師、歯科衛生士） 　０名


